
省

令

告

示

登
録
検
査
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

検
査
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

登
録
年
月
日

株
式
会
社
町
田
予
防
衛
生
研
究
所

東
京
都
町
田
市
原
町
田
三
丁
目
九
番
九
号

株
式
会
社
町
田
予
防
衛
生
研
究
所

東
京
都
町
田
市
原
町
田
三
丁
目
九
番
九
号

平
成
十
八
年
六
月
二

十
三
日

株
式
会
社
環
境
分
析
セ
ン
タ
ー

島
根
県
出
雲
市
湖
陵
町
板
津
一
番
地

株
式
会
社
環
境
分
析
セ
ン
タ
ー

島
根
県
出
雲
市
湖
陵
町
板
津
一
番
地

平
成
十
八
年
七
月
五

日

株
式
会
社
北
陸
環
境
科
学
研
究
所

福
井
県
福
井
市
光
陽
四
丁
目
四
番
二
十
七

号

株
式
会
社
北
陸
環
境
科
学
研
究
所

福
井
県
福
井
市
光
陽
四
丁
目
四
番
二
十
七

号

平
成
十
八
年
十
一
月

二
日

株
式
会
社
東
邦
微
生
物
病
研
究
所

大
阪
府
大
阪
市
浪
速
区
下
寺
三
丁
目
十
一

番
十
四
号

株
式
会
社
東
邦
微
生
物
病
研
究
所

大
阪
府
大
阪
市
浪
速
区
下
寺
三
丁
目
十
一

番
十
四
号

平
成
十
八
年
十
一
月

二
十
七
日

平成˜ 年™月�日 水曜日 第›œ˜Ÿ号官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
四
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
九
年
二
月
七
日農

林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
十
一
の
項
地
域
の
欄
中
「
カ
ナ
リ
ア
諸
島
」

の
下
に
「
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」
を
加
え
、
同
項
植
物
の

欄
中
「
な
す
科
植
物
」
の
下
に「（
付
表
第
四
十
六
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
金
融
庁
告
示
第
六
号

金
融
先
物
取
引
法
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
五
十
三

号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長

官
の
指
定
す
る
金
融
先
物
取
引
業
者
を
定
め
る
件
（
平
成

十
七
年
六
月
金
融
庁
告
示
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
七
日

金
融
庁
長
官

五
味

廣
文

第
四
号
中
、「
岡
三
オ
ン
ラ
イ
ン
証
券
株
式
会
社
」
の
後

に
「
カ
ブ
ド
ッ
ト
コ
ム
証
券
株
式
会
社
」
を
、「
Ｊ
Ｐ
モ
ル

ガ
ン
証
券
株
式
会
社
」
の
後
に
「
ジ
ョ
イ
ン
ベ
ス
ト
証
券

株
式
会
社
」
を
追
加
す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
五
十
五
号

戸
籍
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
市
区
村
長
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て
戸
籍
事
務

を
取
り
扱
う
市
区
町
村
長
に
指
定
す
る
。

こ
の
指
定
は
、
平
成
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
効
力

を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
二
月
七
日

法
務
大
臣

長
勢

甚
遠

神
奈
川
県
愛
甲
郡
清
川
村
長

茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
長

茨
城
県
行
方
市
長

兵
庫
県
神
戸
市
北
区
長

〇
外
務
省
告
示
第
七
十
一
号

平
成
十
九
年
一
月
二
十
六
日
に
タ
シ
ケ
ン
ト
で
、
タ
シ

ケ
ン
ト
州
及
び
ジ
ザ
ク
州
一
次
医
療
改
善
計
画
の
た
め
の

贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

タ
シ
ケ
ン
ト
州
及
び
ジ
ザ

ク
州
一
次
医
療
改
善
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

æ

機
材
及
び
資
材
並
び
に
そ
れ
ら
の
調
達
に
必
要
な

役
務
の
供
与

ç

前
記
æ
の
生
産
物
の
輸
送
に
必
要
な
役
務
の
供
与

２

贈
与
の
限
度
額

五
億
九
千
五
百
万
円

３

贈
与
の
使
用
期
限

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
ま

で
４

署
名
者

日

本

側

楠
本
祐
一
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

大
使

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
側

ル
ス
タ
ム
・
ソ
ビ
ロ
ヴ
ィ
ッ

チ
・
カ
シ
モ
フ
副
首
相
兼
中
高

等
専
門
教
育
大
臣

平
成
十
九
年
二
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
七
十
二
号

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日
に
リ
マ
で
、
円
借
款
の
供

与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ペ
ル
ー
共
和
国
政
府
と
の
間

の
平
成
十
二
年
九
月
四
日
付
け
の
交
換
公
文
に
従
っ
て
ペ

ル
ー
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
山
岳
地

域
・
貧
困
緩
和
環
境
保
全
計
画
（
Ô
）
の
実
施
に
係
る
円

貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
ペ
ル
ー
共
和
国
政
府
と
国

際
協
力
銀
行
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月

二
十
五
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
旨
の
口
上
書
の
交
換
が
、
ペ

ル
ー
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

平
成
十
九
年
二
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
七
十
三
号

平
成
十
九
年
一
月
二
十
四
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
、
グ
ヌ

ン
キ
ド
ル
県
水
道
整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次

の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
と

の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

グ
ヌ
ン
キ
ド
ル
県
水
道
整

備
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

æ

給
水
施
設
の
建
設
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の

供
与

ç

前
記
æ
の
生
産
物
の
輸
送
に
必
要
な
役
務
の
供
与

è

前
記
æ
の
生
産
物
の
操
作
指
導
に
必
要
な
役
務
の

供
与

é

前
記
æ
の
施
設
の
運
営
及
び
維
持
・
管
理
指
導
に

必
要
な
役
務
の
供
与

２

贈
与
の
限
度
額

五
億
二
千
五
百
万
円

３

贈
与
の
使
用
期
限

平
成
二
十
年
一
月
二
十
三
日
ま

で
４

署
名
者

日

本

側

海
老
原
紳
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
使

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側

プ
リ
モ
・
ア
ル
イ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン

ト
外
務
省
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
・
ア

フ
リ
カ
総
局
長

平
成
十
九
年
二
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
六
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
四
条
第
九

項
に
規
定
す
る
登
録
検
査
機
関
に
つ
い
て
、
代
表
者
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
四

十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
五
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
検
査

を
行
う
登
録
検
査
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す

る
。

平
成
十
九
年
二
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

〇
外
務
省
告
示
第
七
十
四
号

一

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
・
ボ
リ
バ
ル
共
和
国
政
府
は
、
平
成
十

一
年
十
二
月
三
日
に
北
京
で
作
成
さ
れ
た
「
オ
ゾ
ン
層

を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書

の
改
正
」
の
批
准
書
を
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

に
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
し
た
。
よ
っ
て
、
同
議

定
書
の
改
正
は
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
二
日
に
ベ
ネ

ズ
エ
ラ
・
ボ
リ
バ
ル
共
和
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず

る
。

二

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
政
府
は
、
前
記
の
議
定
書
の

改
正
の
加
入
書
を
平
成
十
九
年
一
月
十
日
に
国
際
連
合

事
務
総
長
に
寄
託
し
た
。
よ
っ
て
、
同
議
定
書
の
改
正

は
、
平
成
十
九
年
四
月
十
日
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

（
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日
付
け
及
び
平
成
十
九

年
一
月
十
日
付
け
国
際
連
合
事
務
総
長
書
簡
）

平
成
十
九
年
二
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
七
十
五
号

マ
ル
タ
共
和
国
政
府
は
、
平
成
十
二
年
一
月
二
十
九
日

に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
作
成
さ
れ
た
「
生
物
の
多
様
性
に

関
す
る
条
約
の
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ

ナ
議
定
書
」
の
加
入
書
を
平
成
十
九
年
一
月
五
日
に
国
際

連
合
事
務
総
長
に
寄
託
し
た
。
よ
っ
て
、
同
議
定
書
は
、

平
成
十
九
年
四
月
五
日
に
マ
ル
タ
共
和
国
に
つ
い
て
効
力

を
生
ず
る
。

（
平
成
十
九
年
一
月
五
日
付
け
国
際
連
合
事
務
総
長
書

簡
）平

成
十
九
年
二
月
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

™


		2007-02-06T14:47:26+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




